様式第２号の２
業務提携書（産廃）

	種別
	商号又は名称

	収集運搬業者
	

	処分業者
	

	処分業者
	


　上記の収集運搬業者及び処分業者（以下「業務提携者」という。）は守口市が発注するストックヤード管理業務委託において次のとおり業務を提携する。入札参加者の種別指定はありません。

第1条 上記の業務を受託した場合、業務提携者は、各者が守口市と契約を締結するとともに、委託業務の実施に支障がないよう連絡調整、連携等を図りながら、法令等に基づき適正に業務を遂行するものとする。
第2条 守口市と契約締結に至った場合、処分業者及び収集運搬業者は入札時に守口市に提出する「内訳書」に記載の単価をもって、それぞれが守口市と契約するものとする。
第3条 業務提携の期間は令和8年４月１日から令和11年３月31日までとする。
第4条 業務提携者が処分・収集運搬する産業廃棄物は次のとおりとし、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し及び処理に要する施設の産業廃棄物処分業の許可証の写しを添付すること。
	産業廃棄物の種類

	守口市が指定する産業廃棄物


第５条　業務提携者は、告示文書の2入札参加者に必要な資格（1）から（6）に該当すること。
第６条　業務提携者は、本案件の入札に関して他の入札参加者の業務提携者になることはできない。

令和　　年　　月　　日
（収集運搬業者）　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（処分業者）　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（処分業者）　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印
